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 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び榛東村財務規則（平

成１１年榛東村規則第９号。以下「財務規則」という。）第１８０条の規定に基づき、次の

とおり条件付一般競争入札について公告する。 

令和８年６月１０日 

                            榛東村長  南 千晴 

 

１ 条件付一般競争入札に付する事項 

(1) 対象番号     29 

(2) 工事名等     令和８年度 相馬原飛行場等周辺水道設置助成事業  

上水道配水管更新工事 第３工区 

(3) 工事場所     榛東村大字広馬場地内 

(4) 指定業種     水道施設工事 

(5) 工事の概要     ○配水管更新工事 

             DIP-GXφ200㎜ L=615.6m(617.9m)、HPPEφ100㎜  

             L=99.8m(100.1m)、DIP-GXφ200㎜ L=25.1m(25.5m) 

○（琴平橋上流）パイプビーム形式水管橋工事φ200A、φ300A 

○給水配管工事  

φ50～2軒、φ50(φ20)～1軒、φ25～1軒、φ20～1軒 

(6) 予定工期     契約確定の日から令和９年２月２６日まで 

            週休２日制現場 該当 

 

２ 最低制限価格の設定          有 

最低制限価格を設定しており、入札の結果これを下回った入札を行ったものは、最低

入札者であっても失格とする。 

 

３ 入札執行日時 

(1) 入札日時     令和８年７月２９日（水）午前９時３０分 

(2) 入札場所     榛東村役場  

(3) そ の 他     郵便入札による執行 

 

４ 入札保証金の納付                免除 

 

５ 契約保証金の納付 

  契約を締結しようとする者は、財務規則第２０７条の規定により、請負代金又は契約

代金の１００分の１０以上の額の契約保証金を納付又は契約保証金に代わる担保とし

て有価証券又は債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、村長が確実と

認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７

年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証に係る証書を

提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかの保証を付する場合は免除とす
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る。 

(1) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害を補填する履行保証保険契約の締

結による保証 

 

６ 前払               有 

 

７ 部分払              無 

 

８ 建設リサイクル法         該当 

 

９ 議会の議決に付すべき契約     無 

 

１０ 入札に参加する者に必要な資格要件 

(1)  入札参加形態 

  特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）又は単体とする。 

(2)  共同企業体の場合においての結成要件 

   この工事における共同企業体の結成要件は次のとおりとする。 

ア 構成員は２社とし、共同企業体の代表者（以下「代表者」という。）１社と代表者

以外の構成員の組合せとする。 

イ 共同企業体の場合において、共同企業体の名称は、「共同企業体を構成する全ての

企業名 工事名 特定建設工事共同企業体」とする。 

  ウ 共同企業体の結成は、自由意思にゆだねる自主結成方式とする。ただし、共同企

業体の構成員は、同時に他の共同企業体の構成員になることはできない。 

    また、共同企業体の構成員は、同時に単体で参加することはできない。 

  エ 構成員の出資比率は３０％とし、代表者の出資比率は構成員中最大とする。 

  オ 代表者は、最大の施工能力を有するものとする。 

(3)  共同企業体の構成員又は単体の資格要件 

   共同企業体の構成員は、次に掲げる共通事項及び構成員の区分に応じ、当該区分に

掲げる要件を全て満たす者とする。 

  ア 共通事項 

   (ア) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１に掲げる水道施設工事に係

る同法第３条第１項の規定による許可を受けていること。 

(イ) 令和８・９年度榛東村入札参加資格者名簿（以下「参加資格者名簿」という。）

に公告日時点において水道施設工事で登録されている者（会社更生法（平成１

４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき

更生手続開始又は再生手続開始（以下これらを「手続開始」という。）の申立て

がなされている者については、手続開始の決定後、資格の再認定を受けている

者）であること。 
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(ウ)  榛東村上水道事業指定給水装置工事事業者であること。共同企業体の構成員

のどちらか又は、単体の参加者が榛東村上水道事業指定給水装置工事事業者で

ない場合は、受注者となった場合に一次下請負人と想定される榛東村上水道事

業指定給水装置工事事業者を条件付一般競争入札参加申込書 別紙 その他に

記載すること。 

(エ) 当該工事に係る専任の監理技術者等については、入札日前３箇月以上継続し 

て雇用している者に限る。また、監理技術者の場合は、監理技術者資格証及び 

監理技術者講習修了証の交付を受けていること。 

   (オ) 榛東村建設工事請負業者等指名停止措置要綱（令和５年榛東村訓令乙第１号）

に基づく指名停止中でないこと。    

   (カ) この工事に係る設計業務等の受託者 (株)明水設計 でないこと又は当該受

託者と資本又は人事面において関連がある建設業者でないこと。 

   (キ) 本入札に参加しようとする者の間に、資本又は人事面において関係がある建

設業者でないこと。 

   (ク) 榛東村暴力団排除条例（平成２４年榛東村条例第１４号）第２条第１号に規

定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員でないこと。 

 

  イ 代表者又は単体 

   (ア) 県内業者（前橋市、高崎市、渋川市又は榛東村に本社若しくは本店を有する

者で住民税等納入者である者） 

   (イ) 水道施設工事に係る特定建設業許可を有していること及び土木一式工事又は、

管工事に係る特定建設業許可又は一般建設業許可を有していること。 

(ウ) 建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査結果通知における水

道施設工事の総合評点が、参加資格者名簿記載時、代表者 ８００点以上、単

体 ８５０点以上であること。 

   (エ) 過去１０年以内（平成２８年度以降）に、国、地方公共団体又はその他公 

共団体の水道施設工事（共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 

２０％以上の場合のものに限る。）において、今回実施する工事と同種の施工実

績があること。 

なお、施工実績については、条件付一般競争入札参加申込書（別記様式第１

号）、別紙（４）に記載するとともに、契約書の写しを添付すること。 

※ 契約書の写しは、工事名・金額・工期・発注者・受注者・工事内容の確認が

できる部分のみでよい。当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センター

の「工事実績情報システム（以下「ＣＯＲＩＮＳ」という。）」に登録されてい

る場合は、契約書の写しに代えて同システムの打ち出し帳票の写しでもよい。 

ただし、ＣＯＲＩＮＳ登録の内容で施工実績の条件が確認できない場合は、図

面等の写しも一緒に添付すること。 

   (オ) この工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事期間中 

専任で配置できること。 
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  ウ 代表者以外の構成員 

   (ア) 地元業者（榛東村に本社又は本店を有する者で住民税等納入者であるこ 

と）。 

   (イ) 建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査結果通知における水 

道施設工事の総合評点が、参加資格者名簿記載時５５０点以上であること。 

   (ウ) この工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事期間中 

専任で配置できること。 

 

１１ 他の一般競争入札等に参加している場合の取扱い（共同企業体の代表者含む） 

   (1) 一抜け方式の設定         有 

      (2) 開札順序・工事名等 

     ①令和８年度 相馬原飛行場等周辺水道設置助成事業  

上水道配水管更新工事 第３工区     (本案件) 

     ②令和８年度 相馬原飛行場等周辺水道設置助成事業  

上水道配水管更新工事 第４工区 

      ③令和８年度 相馬原飛行場等周辺水道設置助成事業  

上水道配水管更新工事 第２工区 

④令和８年度 相馬原飛行場等周辺水道設置助成事業  

上水道配水管更新工事 第１工区 

  

１２ 入札参加資格及び共同企業体の場合の構成要件の確認等 

 (1) 入札参加希望者（共同企業体の場合は代表者）は、令和８年６月２９日（月）正午

までに、次の書類を榛東村総務企画課に提出し、参加資格等の確認を受けなければな

らない。 

書  類 

代表者 

又は 

単体 

代表者 

以外の 

構成員 

備  考 

条件付一般競争入札参加申込書 ○ 
○ 

別紙のみ 

別紙については、構成員ごとに

作成（代表者以外の構成員につ

いては「（4）同種工事の施工実

績」入力不要） 

その他に指定給水装置工事事

業者を記載 

建設業許可通知書の写し ○ ○  

経営事項審査結果通知書の写し ○ ○  

施工実績を証明する資料 ○  
工事概要等が確認できる工事

契約書等の写し 

配置予定技術者の資格等の写し 
○ 

①、

○ 

①、③ 

①許可証、登録証明書等の写し 

②監理技術者資格者証の表・裏
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②、③ の写し 

③保険証等の写し 

納税証明書 

（法人本社所在の市町村の完納証明） 
○ ○ 

公告の前日の時点で納期が到

来している法人住民税（個人に

あっては個人住民税）、固定資

産税、軽自動車税等を完納して

いる者（同時公告日で複数事案

がある場合は写しでも可） 

長型３号封筒 ○  
切手を貼付し、代表者又は単体

の送付先を明記 

共同企業体入札参加資格申請書 ○  各構成員の記名押印 

特定建設工事共同企業体協定書 ○  各構成員の記名押印 

委任状 ○  各構成員の記名押印 

特定建設工事共同企業体誓約書 ○  各構成員の記名押印 

(2) 参加資格の結果については、入札参加希望者（共同企業体の代表者）に通知するも 

のとする。 

(3) 入札参加資格がないと認められた者は、(2)の通知を知った日の翌日から起算して

５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に、書面により、村長に対して入札参

加資格がないと認められた理由について説明を求めることができる。 

(4) 村長は、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求められたときは、(3)

の期限の日の翌日から起算して５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に、書

面により回答する。 

(5) (4)の書面の提出先は、（1）の提出先と同じ。 

 

１３ 設計図書等の閲覧 

  対象工事に係る設計図書等を入札参加資格者に対し榛東村ホームページ上に公表する。 

(1) 公表予定日時     令和８年７月１０日（金）午前９時００分から 

(2) ＩＤ及びパスワード  条件付一般競争入札参加資格確認通知書に付記する。 

 

１４ 質問書の提出 

 対象工事に係る設計図書等の閲覧者は、当該設計図書等に関して質問することができ

る（ＦＡＸのみ受付：０２７９－５４－８２２５）。 

 なお、質問については共同企業体の場合は代表者が行うものとする。 

(1) 提出場所   榛東村 総務企画課 庶務係 

(2) 提出期限   令和８年７月１６日（木）正午まで 

(3) 応答書    令和８年７月２１日（火）までに、「１３設計図書等の閲覧」と同

じページにて公表する。 

 

１５ 入札の無効 



 

6 
 

(1) 入札に参加資格の無い者のした入札 

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項又は第２項各号に該当すると認められた

者の入札 

(3) その他入札の条件又は村において特に指定した事項に違反した入札 

 

１６ 積算内訳書の提出 

  入札参加者は、入札に際し入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書（ホー

ムページ内 条件付一般競争入札 別記様式第５号）を提出すること。 

 

 

１７ 予定価格の事後公表 

予定価格については、入札結果と合わせて事後公表とする。 

 

１８ 入札書の記載 

入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額（消費税等抜き）を入札書に記載する

こと。 

 

１９ その他 

 （1） 提出する申請書等の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

 （2） 提出された申請書等は、提出者に無断で他の目的に使用しない。 

 （3） 提出された申請書等は、返却しない。 

 （4） 問合せ先は以下のとおりである。 

 榛東村 総務企画課 庶務係 電話０２７９－２６－２１９５（課直通） 


